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1. 重 要 福島事務センターの統合に伴う事

務の取扱いについて（P7～）            

2. 社労士の職業倫理に照らし不適切と考え

られる社労士紹介ウェブサイトについて 

（P9～）            

3. 雇用保険の電子申請に関する意見・要望

について（P12～）            

【ご連絡】｢社会保険労務士手帳 2017｣を１冊同封

いたしました。ご活用ください。  
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1. 研修会の予定 

Ｈ29年2月3日 

コラッセふくしま 

13：30～17：00 

相談所 

第2回研修会 

「メンタル不全、うつ対応の就業

規則について」（仮題） 

弁護士 

加茂善仁 氏 

H29年2月24日 

いわき産業創造館 

（ラトブ6階） 

電子化推進フェア 

13：00～14：50 
ソフト業者によるプレゼンテーション・展示(予定) 

第2回研修会 

15：30～18：00 

「補佐人制度について」（仮題） 

「最新の判例を踏まえた定年後

再雇用について」（仮題） 

青山学院大学 

法学部教授・ 

弁護士 

藤川久昭 氏 

※上記開催案内・参加申込書は、月間情報 1 月号(来月 10 日発行予定)に同封いたします。 

2. 会員名簿の作成について 

平成29年2月1日付で新しい名簿を作成する予定です。変更事項または誤りがありました

ら平成29年1月10日（火）までにご連絡ください。名簿は、会員のほか関係行政及び関係

団体へ配布することとなります。なお、住所・事務所所在地等を変更された場合、FAXを

新設された場合等は、所定の手続が必要となりますので事務局までご連絡ください。 

3. 福島県社労士会総合相談所について≪これまでの相談件数≫ 

                                                                                                   

 

 

 

＜次回相談員＞ 

○社労士会総合相談所 

【12/28】 

・菅野哲子・真船 茂 

○被災者支援無料相談会 

【12/14】坂巻量仁 

【12/21】渡邉浩美 

【1/4】休み 

＜相談内容＞※過去に相談所・相談会で受けた相談内容を情報提供いたします。 

【健康保険】任意継続について相談したい。 

【遺族年金】夫の遺族共済年金が支給されないのはなぜか。 

【労務管理】病気で休んでいた社員が復帰したが、休みがちで欠勤状態。どう対応すればよ

いか。 

【  〃   】社員の社会保険加入について相談したい。 

【労働保険】労働保険の年度更新について教えてほしい。 

【パワハラ】同僚よりパワハラを受けている。上司も黙認状態。入社して 7 ヶ月、失業保険

がもらえるまで働くしかないのか悩んでいる。 

 

 

 

１． 参考図書の頒布のご案内 

連合会の編集による社会保険労務六法等平成 29 年版参考図書を頒布しております。 

購入希望の方は、連合会発行「月刊社労士 11 月号」巻末の申込案内をご覧いただ

き、直接連合会へお申込みください。県会では販売はしておりませんのでご注意くだ

さい。 

実施 

福島県社労士会総合相談所 

労働 年金 

申込件数 相談件数 申込件数 相談件数 

28 年度(10 月) 4 件 4 件 4 件 4 件 

11/23(水) 祝日のため開催なし 

今年度実績 4 件 4 件 4 件 4 件 

総計 H15.6～28.11 161 件 19.7～28.11 108 件 

実施 

被災者支援無料相談会（県会事務局） 

労働 年金 

申込件数 相談件数 申込件数 相談件数 

11/16～12/7 3 件 3 件 3 件 3 件 

県 会 情 報 

連合会情報 
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２． 連合会ＨＰ会員専用ページ情報 

以下について、連合会ＨＰ会員専用ページに掲載されておりますので、ご確認ください。 

https://www.shakaihokenroumushi.jp/tabid/92/Default.aspx?returnurl=%2ftabid%2

f297%2fDefault.aspx 

＜通達情報＞ 

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第 3 条

の 2 の政令で定める日を定める政令の公布等について 

 日本年金機構における個人番号利用の開始に伴う事務取扱等について 

 熊本県における厚生年金保険料等に関する納期限の指定について 

 毎月勤労統計調査（第二種事業所）への調査協力依頼について 

 「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部

を改正する法律の一部を改正する法律」の公布について 

 厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う事務の取扱いについて 

  

 

1. 平成 29 年度高年齢者雇用アドバイザーの募集について（P13） 

2. 65 歳超雇用推進助成金（パンフレット） 

・・・（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構 

3. 雇用保険の適用拡大等について 

～平成 29 年 1 月 1 日より 65 歳以上の方も雇用保険の適用対象となります～ 

（パンフレット）                    

4. 福島県特定（産業別）最低賃金（5 業種）の改正について 

・・・福島労働局 

詳細は、厚生労働省 HP をご確認ください。 

http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-19.htm 

5. 協会けんぽのマイナンバーの取り扱いについて（別紙） 

6. 最新情報・健保クイズを配信              ・・・協会けんぽ 

協会けんぽ福島支部では、毎月５日前後にメールマガジンを配信しております。 

配信登録は無料です。下記ホームページアドレスからご登録ください。 

検索サイトより「協会けんぽ福島 配信登録」の検索でも接続いただけます。  

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,47622,78,639.html 

7. 雇用環境整備士資格講習会の開催について・・・（一社）日本雇用環境整備機構 

詳細については、日本雇用環境整備機構 HP をご確認ください。 

http://www.jee.or.jp/ 

図 書 名 
特別価格 

（税込・送料込） 

社会保険労務六法平成 29 年版 

（平成 28 年 12 月発行） 
7,200 円 

社会保険労務ハンドブック平成 29 年版 

（平成 28 年 11 月発行） 
3,600 円 

社会保険の実務相談平成 28 年度版 

（平成 28 年 7 月発行） 
2,470 円 

労働基準法の実務相談平成 28 年度版 

（平成 28 年 7 月発行） 
2,680 円 

労働保険の実務相談平成 28 年度版 

（平成 28 年 7 月発行） 
2,260 円 

関係機関だより  

https://www.shakaihokenroumushi.jp/tabid/92/Default.aspx?returnurl=%2ftabid%2f297%2fDefault.aspx
https://www.shakaihokenroumushi.jp/tabid/92/Default.aspx?returnurl=%2ftabid%2f297%2fDefault.aspx
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-19.htm
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,47622,78,639.html
http://www.jee.or.jp/
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8. 社会保険ふくしま（財団法人福島県社会保険協会発行）については、ホームページをご

覧ください。福島県社会保険協会 HP http://www.f-shimakyoukai.or.jp 

 

 

※ 県会 HP （http://fukushima-sr.jp）への月間アクセス数情報 

11 月 1 日～30 日 総アクセス数 1,454（内訳：新規 939 リピーター：515） 

※ 年末年始の休みのお知らせ 

県会事務局は 12 月 29 日（木）～1 月 4 日（水）まで休みとなります。 

会務報告及び予定 

11月 10日 北海道・東北地域協議会事務局代表者会議 

（ホテルモントレ仙台） 

14、15日 北海道・東北地域協議会3号業務研修会 

（メトロポリタン秋田） 

   18日 倫理研修（郡山ユラックス熱海） 

   21日 広報委員会（事務局） 

   22日 東北福島年金事務所との連絡会議（東北福島年金事務所） 

12月  2日 福島県社労士会総合相談所主催退職・社労士会セミナー（コラッセふくしま） 

   3、4日 街角の年金相談センターセンター長・受付部門長会議 

（ステーションコンファレンス東京） 

   9日 いわき支部研修会（いわき市労働福祉会館） 

   16日 街角の年金相談センター福島運営部委員会（事務局） 

   17日 年金事務所相談員スキルアップ研修（南東北総合卸センター） 

   20日 関係「士」業懇談会（郡山ビューホテル）  

   22日 東北福島年金事務所との連絡会議（東北福島年金事務所） 

   28日 第160回福島県社労士会総合相談所（事務局） 

1月  6日 新年あいさつ回り 

労働局と電子申請に関する連絡会議（福島労働局） 

   17日 福島県地域年金事業運営調整会議（コラッセふくしま） 

 23日 連合会理事会、新春賀詞交歓会（パレスホテル東京） 

   24日 全国政連幹事会（パレスホテル東京） 

   25日 第161回福島県社労士会総合相談所（事務局） 

会員異動報告 

 支部 名簿㌻ 氏   名 事務所・勤務先の名称・所在地・電話番号等  

【入 会】 

郡 山 

11/15 付

入会 

勤務 

小林祐子 

瀬尾社会保険労務士事務所 

郡山市鶴見坦 3-5-8 ㈱菅家経営センター内 

TEL 024-932-0829 FAX 024-933-0378 

いわき 

12/1 付 

入会 

開業 

 

山崎正樹 

山崎正樹社会保険労務士事務所 

いわき市平南白土字八ツ坂 132-1 八ツ坂ビル 2F 

TEL 0246-37-1555 FAX 0246-22-8897 

相 馬 

12/1 付 

入会 

開業 

 

草野 渉 
草野労務管理事務所 

南相馬市鹿島区山下字中ノ内 31-6 

TEL 0244-47-2730 FAX 0244-47-2731 

【変 更】 郡 山 

P10 斉藤榮治 

事務所所在地・電話番号・FAX 番号 

須賀川市稲荷町 98-1 

TEL 0248-63-8567 FAX 0248-63-8577 

P12 若松由美 
事務所所在地 

郡山市堤 2 丁目 233-2 堤二番館 2F 

P24 宇津木綾子 

勤務先所在地・電話番号・FAX 番号 

須賀川市稲荷町 98-1 

TEL 0248-63-8567 FAX 0248-63-8577 

事務局だより 

http://www.f-shimakyoukai.or.jp/
http://fukushima-sr.jp/
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社会保険労務士政治連盟（以下「政治連盟」）の目的は、社会保険労務士の社会的・経済的地位の

向上と社会保険労務士制度の発展を図るため必要な政治活動を行うことである。 

政治連盟は、社会保険労務士全体のために活動することを目的としており、決して特定の党や個

人の政治目的のため活動するものではない。（社会保険労務士政治連盟運営基本方針より要約抜粋）           

【活動報告】 

〇11月25日 自由民主党福島県支部連合会による平成29年度政府予算対策要望活動

へ参加 

11月25日（金）自民党本部及び厚生労働省（東京都）において平成29年度政府予算対策要

望活動が行われ、吉田幹事長が出席いたしました。 

厚生労働省にて、厚生労働大臣、副大臣、政務官、補佐官の秘書へ下記内容の当政連要望

書を手渡しました。また、二川一男厚生労働事務次官、岡崎厚生労働審議官、樽見秀樹大臣

官房長へも同様に要望書を手渡しました。   

 

←吉田幹事長より二川一男厚生労働事務次

官へ要望書を手渡し 

 

 

吉田幹事長より樽見秀樹大臣官房長へ

要望書を手渡し       → 

＜要望内容＞ 

（１）民間型ＡＤＲ機関の周知と活動支援について 
民間型ＡＤＲ機関である社労士会解決センターは、個別労働紛争を「簡易・迅速・低廉」

に解決する機関として、全国ネットワークを構築して活動しており、全国的に個別労働紛

争の件数が減少している状況下にもかかわらず、平成 25 年度は 168 件であったあっせん

申し立て件数が平成 26 年度には 208 件に増加し、国民の信頼度が着実に向上しているも

のと認識しているところです。 

また、士業が運営している民間型ＡＤＲ機関は、弁護士会が６、司法書士会が 27、土地

家屋調査士会が 20、行政書士会が 13 である中、社労士会解決センターは 44 ヶ所と群を抜

いており、平成 26 年 11 月に可決・成立した第８次社労士法改正により、特定社労士が社

労士会解決センターにおいて単独で代理することができる紛争目的価額の上限が 120 万円

に倍増したことも相まって、今後ますます社会的ニーズは高まっていくものと考えられま

す。 

しかし、制度発足以来８年が経過したにもかかわらず、いまだに民間型ＡＤＲ機関その

ものが国民に十分に周知されているとは言い難い状況にあります。 

つきましては、社労士会解決センターを含む民間型ＡＤＲ機関について、政府による積

極的な広報活動を行うとともに何らかの財政支援措置を講じていただきますよう要望いた

します。 

政 連 だより 
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（２）社労士の実施する学校教育への支援 
  多くの都道府県会では社労士の社会貢献活動として、中学、高校、大学等において、連

合会が作成した「知っておきたい～働くときの基礎知識～社会に出る君たちへ」をテキス

トに用いて、労働及び社会保障に関する学校教育活動を実施しております。 

  本活動の範囲が広がるにつれ、受け入れを希望する学校は年々増加しつつあり、活動の

拡大に伴い、本活動にかかる経費負担も増加しております。 

つきましては、都道府県会の負担する経費について、何らかの財政支援措置等を講じて

いただけますよう要望いたします。 

 

〇12月3日、4日 増子輝彦参議院議員「国政報告会・望年会」 

12月3日（土）いわきワシントンテル椿山荘（いわき市）、4日（日）ウエディングエルテ

ィ（福島市）において増子輝彦参議院議員「国政報告会・望年会」が開催され、吉田幹事

長、菅野幹事が出席いたしました。 

 

 

＊福島県政治連盟の活動を会員の皆様に知っていただく場として月間情報を利用させていただ

いています。（理事会にて承認）政連に加入いただいていない会員にも活動報告されますがご

容赦いただけますようお願いします。 

【3 日報告会】 【左より：吉田幹事長、増子議員】 

【4 日報告会】 【左より：増子議員、菅野幹事】 


